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治療と仕事の両立を支援するための 道しるべ 

● 労働者の「健康確保」の推進 

● 継続的な人材の確保 

● 労働者のモチベーション向上による

人材の定着・生産性の向上 

●「健康経営」の実現 

● 多様な人材の活用による組織や事業

の活性化 

事 業 主 
【メリット】 

● 治療に関する配慮が行われることによる

病気の増悪の防止 

● 治療を受けながらの仕事の継続 

● 安心感やモチベーションの向上 

● 収入を得ること 

● 働くことによる社会への貢献 

 

事務局：大分労働局労働基準部健康安全課 ☎097-536-3213 

病気になっても仕事を続けられる職場環境を作りましょう！ 

治療と仕事の両立支援 

労 働 者 
【メリット】 

大
分
県
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
チ
ー
ム
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

近年、疾病に対する治療は進歩し、がん等になっても仕事を辞めず、働き続けることができる
ようになってきました。 
 企業としては、今後、労働者の高年齢化に伴い、がん等に罹患する社員の増加が見込まれるた
め、経営の観点からも、社員が治療を続けながら働くことができる環境を整備する必要がありま
す。「治療と職業生活の両立支援対策」は、メンタルヘルス対策と同様に、今、企業が取り組む
べき大きな課題の一つです。 

「大分県 治療と仕事の両立支援推進チーム」は、治療と仕事の両立支援を効果的に進めるため、
大分労働局が事務局となり、県下の各種関係団体とがん相談支援センター、そして国や県の行政
機関がネットワークを構築し、既に行われている両立支援に係る取組みを効果的に連携させ、両
立支援取り組みの推進を図る目的で設置されています。 
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産業保健総合支援センターでは、以下の悩み・不安をサポートします。 

 

治療と仕事の両立のため支援を希望される皆様へ 

 

 

◆ 通院しないといけなくなったけど、働けるか不安。 

◆ 仕事を辞めずに治療を続けられるだろうか。 

◆ 病気のことを会社にどう伝えれば良いかわからない。 

◆ 職場の理解・協力が得られそうにない。 

◆ 治療に必要な休暇の取得が難しそう。 

◆ 相談する人がいない。。。など 

人事担当者と主治医との連絡調整を支援し

てもらい安心して治療を受けています。 

病気になっても働き続

けることを多くの人が

希望しています。 

私たち、両立支援促進

員 が、お手伝いをさせ

ていただきます。お気

軽にご相談ください。 

 主治医から"職場復帰可"の診断書と就業に

あたっての意見書をもらって、出社日の相談に

会社に行ったところ、すぐ職場復帰支援プラン

を作成してもらえました。 

 今は時間単位の有給休暇を活用して、治療と

仕事を両立させています。 

＜支援センターが提供しているサービス＞ 

・事業者に対する啓発セミナー 

・管理監督者向けの両立支援教育 

・事業場への個別訪問支援 

・両立支援に関する相談 

・患者（労働者）と事業場との個別調整支援 

・情報提供  【右下の両立支援申込書をご使用下さい】 

ガイドラインをご活用下さい 

事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン 

厚生労働省では、事業者、人事労務担当者、産業保健スタッフを対象に、「事業場

における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を作成しました。 

がんなどの病気を治療しながら働きたい労働者に対して、職場はどのような対応を

すればよいのか、環境整備や進め方、様式例集等、両立支援に向けて事業者が取り組

むべき内容を丁寧に紹介する一冊です。 

この「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」は、大分

労働局、県内各労働基準監督署、大分産業保健総合支援センターに置いています。 

また、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。 

厚生労働省ＨＰ http://www.mhlw.go.jp/  （ページ内検索をご利用ください。） 

【お問合せ先】 ※受付時間 月曜～金曜 (8時 30分～17時 15分) ※祝日を除く。 

〒870－0046  大分県大分市荷揚町 3 番 1 号 いちご・みらい信金ビル６階 

TEL：097-573-8070    FAX：097-573-8074 
E メ ー ル：info@oitas.johas.go.jp         ホームページ：http://www.oitas.johas.go.jp 

 

大分産業保健支援セ

ンターに、両立支援

促進員を配置してい

ます。 
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申込先：大分産業保健総合支援センター 

⇒ FAX：097-573-8074 

☎（携帯可） 
連 絡 先 

（必須項目） 

氏  名 個 
 
人 

匿名を希望される方は、 
チェックをお願いします ⇒□ 

TEL FAX 

氏 名 

Email 

職 名 

御担当者 

事業の種類 

事 
 
業 
 
場 

事業場名 

所 在 地 

連 絡 先 

(ゴム印可) 

１.製 造 業 ２.建 設 業 ３.運 送 業 ４.電気･ｶﾞｽ･水道 ５.情報通信業 

６.卸･小売業 ７.金融･保険業 ８.不動産業 ９.飲食･宿泊業 10.医療･福祉 

11.教育･学習支援 12.サービス業 13.その他（         ） 

労働者や事業者からの申し出により、両立支援促進員が、医療機関と連携し、それぞれのステップに

応じた助言・支援を行います。お気軽にご相談ください。 

≪両立支援プラン≫ 

１.・・・・・・・ 

２.・・・・・・・ 

３.・・・・・・・ 

① 「勤務状況」等を
主治医に提出。 

治療と職業生活（仕事）の両立支援とは 

 病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療
の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる
社会を目指す取り組みです。 
 労働者が癌などの病気を理由として安易に退職を決めてしまわないように、事業者側にも、日頃から病気に関す
る理解の促進や、労働者との良好なコミュニケーションが求められています。 

両立支援の基本的な進め方 

勤務状況 

意見書 

意見書 

③ 主治医か
ら受取った
「意見書」
を事業者へ
提出。 

②「意見書」を作成し
労働者へ渡す。 

⑤ 就業継続可能と判
断した場合、「両立
支援プラン」を作成
する。 

労働者 主治医 

事業者 

④ 就業継続の可否、就業上
の措置および治療に関し
て検討し、決定する。 

あなたの職場でも取り組んでみませんか? 
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大分県 治療と仕事の両立支援推進チーム 〔連絡先等 一覧〕 

■ 大分産業保健総合支援センター ☎ 097-573-8070 （8：30～17：15）※  
 《支援内容》 ◎事業者に対する啓発セミナーや管理監督者向けの両立支援教育の実施 ◎関係者からの相談 
  ◎事業場への個別訪問支援  ◎患者（労働者）と事業者との個別調整支援 

総
合
相
談 

■ 大分大学医学部附属病院 がん相談支援センター ☎ 097-586-6370 （8：30～17：00）※  

■ 大分県立病院 がん相談支援センター（診療支援センター内医療相談室） 
  ☎ 097-546-7062 （8：30～17：15）※  

■ 大分赤十字病院 医療連携･患者支援センター ☎ 097-532-6181 （8：30～17：00）※  

■ 別府医療センター 地域医療連携室 ☎ 0977-67-1111（代） （8：30～17：15）※  

■ 中津市立中津市民病院 相談支援センター ☎ 0979-22-6521 （9：00～17：00）※  

■ 大分県済生会日田病院 がん相談支援センター ☎ 0973-22-8772 （9：00～17：00）※  

 《支援内容》 ◎がん患者の就労に関する相談やがん治療に関する全般的な相談（上記機関共通） 

相
談
窓
口
の
あ
る
が
ん
拠
点
病
院 

□ 大分県 福祉保健部 健康づくり支援課 がん･難病対策班 ☎ 097-506-2674 （8：30～17：15）※ 
 《支援内容》 ◎大分県難病相談・支援センターを設置し、難病患者の就労・就労継続に関する相談 

□ 大分県難病相談・支援センター ☎ 097-578-7831 （9：00～17：00）※ 

《支援内容》◎難病全般及び就労等についての相談 

□ 大分市保健所  保健予防課            ☎ 097-535-7710    （8：30～17：15）※ 

□ 大分県医師会 保険課 ☎ 097-532-9121 （8：30～17：00）※ 
 《支援内容》 ◎医療連携センター等の紹介 

□ 日本労働組合総連合 大分県連合会 ☎ 0120-154-052 （9：00～17：30）※ 
 《支援内容》 ◎地域の働く人たちのよりどころとしての、労働者からの労働相談 

□ 大分県経営者協会 ☎ 097-532-4745 （9：00～17：00）※ 

 《支援内容》 ◎メンタルヘルス、ハラスメント対策をはじめ、職場環境改善に関する企業への支援 

□ (一社)大分県労働基準協会 ☎ 097-585-5765 （8：00～17：00）※ 
 《支援内容》 ◎労働基準法・労働安全衛生法等の普及や労働安全衛生法等に基づく各種講習会の開催 

□ 大分県社会保険労務士会【両立支援関係】総合労働相談ダイヤル 
   ☎ 0570-064-794 （10：00～16：00）※ 
 《支援内容》 ◎事業者に対するセミナーの開催 ◎事業者・労働者双方から就業継続等に関する相談 

□ 大分県医療ソーシャルワーカー協会（大分大学医学部付属病院 内） 
  ☎ 097-586-6369 （8：30～17：00）※ 
 《支援内容》 ◎復職などの社会復帰の支援 

□ (一社)日本産業カウンセラー協会 九州支部 ☎ 097-553-2037 （10：00～17：00）※ 
 《支援内容》 ◎産業に関わる方へのカウンセリングによる個人支援 

□ 日本キャリア開発協会 (申込先https://www.j-cda.jp/hatarakikata/index.php)  
 《支援内容》 ◎治療と職業生活の両立に悩んでいる就労者や休退職者の方を対象とした相談 
   （1回 30 分の電話無料相談・通話料はご相談者負担、予約制） （10：00～19：00）※ 

関
係
機
関
・
団
体
等 

■ 大分労働局 職業安定部 職業安定課 ☎ 097-535-2090 （8：30～17：15）※  

 《支援内容》 ◎長期にわたる治療等が必要な疾患をもつ求職者に対する就職支援事業の実施 

■ 大分労働局 職業安定部 職業対策課 ☎ 097-535-2090 （8：30～17：15）※  

 《支援内容》 ◎「障害者雇用安定助成金（障害･治療と仕事の両立支援制度助成コース）」に関する相談 

■ ハローワーク大分 ☎ 097-538-8609 （8：30～17：15）※  

 《支援内容》 ◎就職支援ナビゲーターによる、がんまたは肝疾患等の診療連携拠点病院と連携した、離職を余 
   儀なくされた長期療養者等に対する就職支援 

■ 大分労働局 労働基準部 健康安全課 ☎ 097-536-3213 （8：30～17：15）※  
 《支援内容》 ◎「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」に係る説明・周知 

行
政
窓
口 

※ 受付時間のうち 12～13 時は昼休みのため受付時間外です。祝日を除く毎週月曜～金曜日に相談できます。 
時間外の対応はできませんので、御了承ください。 

https://www.j-cda.jp/hatarakikata/index.php

